
お知らせ

施
設
管
理
課

【
空
家
募
集
住
宅
】

〔
一
般
〕
伊
原
間
第
二
・
・
・
１
戸　

〔
農
漁
村
〕
野
底
・
・
・
１
戸

【
空
家
待
ち
募
集
住
宅
】

〔
一   

般
〕
伊
原
間
・
開
南
・
名
蔵
第
二
・
富
野
・
崎
枝
第
二
・
白
保
・

             

大
里 

第
二
・
星
野
第
二
・
平
久
保
第
二
・　

嵩
田
・

             

明
石
第
二
・ 
大
里
第
三
・
星
野
第
三
・
三
川
第
二

〔
農
漁
村
〕
明
石
・
星
野
・
大
里
・
崎
枝
・
三
川
・
伊
野
田
・
平
久
保
・

             

名
蔵
・　

於
茂
登
・
吉
原
・
川
平
・
新
栄
・
八
島
町
・

             

八
島
町
第
二

【
入
居
者
資
格
】

①
現
に
市
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
３
月
以
上
引
続
き

   

居
住
し
て
い
る
こ
と
。

②
現
に
同
居
、
又
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
（
婚
姻
の
予
定
者
を

   

含
む
。
）が
あ
る
こ
と
。

   ※

現
在
、
単
身
者
（
老
人
等
を
含
む
。
）が
入
居
で
き
る
住
宅
の
募

       

集
は
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

③
公
営
住
宅
法
に
基
づ
く
計
算
後
の
月
収
額
で
、
次
の
基
準
内
で
あ

   

る
こ
と
。

   

○
一
般
世
帯　

１
５
８
，
０
０
０
円
以
下

   

○
高
齢
者
・
障
が
い
者
世
帯
等　

２
１
４
，
０
０
０
円
以
下

④
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
者
で
あ
る
こ
と
。

⑤
申
込
者
及
び
同
居
す
る
親
族
、
又
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
が

　

 

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

　

 

３
年
法
律
第
77
号
。
）
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
に

   

該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑥
上
記
の
入
居
者
資
格
を
全
て
満
た
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

【
受
付
期
間
及
び
受
付
場
所
】

　

受
付
期
間
：
平
成
30
年
５
月
14
日
（
月
）
か
ら
５
月
25
日
（
金
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

※

土
日
は
除
く

　

受
付
時
間
：
午
前
９
時
～
正
午
、
午
後
１
時
～
午
後
５
時

　

受
付
場
所
：
建
設
部　

施
設
管
理
課 

電
話
８
３-

３
９
８
６

◆
市
営
住
宅
（
空
家
・
空
家
待
ち
）
入
居
者
募
集

◆
国
民
年
金
保
険
料
学
生
納
付
特
例
制
度
の
ご
案
内

消
防
本
部

平
成
30
年
６
月
13
日(

水)

・
14
日(

木)

に
石
垣
市
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

視
聴
覚
室
に
お
い
て
甲
種
防
火
管
理
者
講
習
会
を
実
施
し
ま
す
。

申
し
込
み
は
、
５
月
21
日(

月)

～
５
月
31
日(

木)

ま
で
の
平
日
、
午
前

９
時
～
午
後
５
時
予
防
課
で
受
け
付
け
し
ま
す
。(

定
員
60
名
に
達
し

次
第
締
め
切
り
ま
す
。)

受
講
料
は
無
料
で
す
が
、
テ
キ
ス
ト
は
各
自
で
購
入
（
１
，
７
５
０
円
予

定
）と
な
り
ま
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
石
垣
市
消
防
本
部
、
８
２-

４
０
４
７
予
防
係(

大

底
・
大
嶺)

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

国
民
年
金
は
、
20
歳
以
上
で
あ
れ
ば
、
学
生
も
加
入
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
ご
本
人
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
保
険
料

が
猶
予
さ
れ
る
「学
生
納
付
特
例
制
度
」が
あ
り
ま
す
。
学
生

納
付
特
例
の
承
認
期
間
は
４
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
と
な
り
ま

す
が
、
引
き
続
き
学
生
納
付
特
例
制
度
を
ご
希
望
の
場
合
は
、

再
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※

詳
し
く
は
石
垣
年
金
事
務
所
（
０
９
８
０-

８
２-

９
２
１
３
）
ま

た
は
市
役
所
市
民
課
年
金
係
（
０
９
８
０-

８
７-

９
０
０
５
）
へ
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

《
年
金
事
務
所
等
で
の
取
り
組
み
》

石
垣
年
金
事
務
所
で
は
、
収
納
対
策
を
強
化
し
、
平
成
29
年
度

の
強
制
徴
収
対
象
者
（
平
成
29
年
９
月
22
日
付
督
促
状
送
付

者
39
名
）
の
内
、
未
納
付
者
に
対
し
、
７
件
の
預
貯
金
の
差
し
押

さ
え
を
実
施
し
ま
し
た
。
今
後
と
も
国
民
年
金
事
業
の
推
進
の

た
め
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

健
推
進
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

【
活
動
内
容
】

①
市
の
乳
幼
児
健
診
、
離
乳
食
実
習
な
ど
の
母
子
保
健
事
業
への
協
力

②
「こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん
訪
問
事
業
」で
の
生
後
４
か
月
ま
で
の
乳
児

　

 

の
い
る
家
庭
へ
の
訪
問

③
乳
幼
児
健
診
を
受
診
で
き
な
か
っ
た
家
庭
へ
の
訪
問
に
よ
る
近
況
確

　

 

認
、
受
診
勧
奨

④
月
に
１
回
の
定
例
会
で
母
子
保
健
に
関
す
る
知
識
を
深
め
る

そ
の
ほ
か
に
も
、
福
祉
ま
つ
り
へ
の
参
加
や
自
主
活
動
の
企
画
等
も
し

て
い
ま
す
。

【
募
集
人
員
】
随
時
募
集
中
（
お
お
む
ね
65
歳
位
ま
で
の
方
）

【
任
期
】
２
年

【
応
募
・
問
合
先
】

　

健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
健
康
づ
く
り
係　

電
話
８
８-

０
０
８
８
）

◆
甲
種
防
火
管
理
者
講
習
会
の
開
催
に
つ
い
て

健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

あ
な
た
の
子
育
て
経
験
を
生
か
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

石
垣
市
で
は
私
た
ち
と
一
緒
に
子
育
て
を
頑
張
る
親
子
を
応
援
し
て

く
れ
る
方
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

現
在
25
名
の
元
気
な
先
輩
マ
マ
さ
ん
が
活
動
し
て
い
ま
す
。
資
格
の
有

無
は
問
い
ま
せ
ん
。

少
し
で
も
興
味
が
あ
れ
ば
お
気
軽
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

特
に
新
川
、
登
野
城
、
大
川
、
浜
崎
町
、
白
保
、
宮
良
地
区
の
母
子
保

◆
母
子
保
健
推
進
員
募
集
中
! !

こ
ど
も
家
庭
課

こ
ど
も
家
庭
課
か
ら
こ
い
の
ぼ
り
掲
揚
式
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

平
成
30
年
4
月
26
日
（
木
）
午
前
10
時
よ
り
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
こ

い
の
ぼ
り
掲
揚
式
を
実
施
し
ま
す
。
当
日
は
市
内
の
保
育
所
の
園
児

た
ち
を
招
い
て
、
こ
い
の
ぼ
り
の
掲
揚
を
行
い
ま
す
。

た
く
さ
ん
の
こ
い
の
ぼ
り
を
空
高
く
掲
げ
る
た
め
に
、
ご
家
庭
で
不
要

に
な
っ
た
こ
い
の
ぼ
り
を
募
集
し
、
こ
い
の
ぼ
り
掲
揚
式
で
一
緒
に
掲
げ

た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
自
宅
で
使
わ
な
く
な
っ
た
も
の
や
子
ど
も
が
大

き
く
な
っ
た
か
ら
不
要
に
な
っ
た
等
、
使
わ
な
く
な
っ
た
こ
い
の
ぼ
り
を

お
持
ち
の
方
は
、
こ
ど
も
家
庭
課
（
℡
８
７-

０
７
７
１
）
ま
で
ご
連
絡
を

お
願
い
し
ま
す
。

◆
こ
い
の
ぼ
り
掲
揚
式
の
ご
案
内
に
つ
い
て

市
民
課


